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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体サンプルの分析のための分析装置において、
　前記装置は、基材を備えており、
　前記基材は少なくとも部分的に、前記基材の表面に対して実質的に垂直な突出部を有し
、これら突出部は、前記液体サンプルの横向きの毛管流動経路が達成されるような高さ（
Ｈ１）、直径（Ｄ１）、および中心から中心までの距離（ｘ１，ｙ１）を有しており、
　これにより、前記基材は、前記基材の表面に対して実質的に垂直な突出部を備えた、少
なくとも１つの基材ゾーンを備えており、これら突出部は、前記基材上の前記突出部と毛
管接触状態にある蓋がない状態で前記液体サンプルの横向きの毛管流動が達成されるよう
な高さ（Ｈ２）、直径（Ｄ２）、および中心から中心までの距離（ｘ２，ｙ２）を有して
おり、少なくとも１つの物質が、前記少なくとも１つの基材ゾーン中の前記突出部の間に
少なくとも部分的に適用され、前記高さ（Ｈ１、Ｈ２）、直径（Ｄ１、Ｄ２）、および中
心から中心までの距離（ｘ１、ｘ２，ｙ１、ｙ２）は、前記少なくとも１つの物質が、前
記基材ゾーンを通って流動する液体の流れに溶解されるように構成されており、
　前記液体サンプルの前記横向きの毛管流動は、前記基材上の前記突出部と毛管接触状態
にある蓋がない状態で達成され、
　前記分析装置の前記横向きの毛管流動経路は、
　　ａ）前記基材ゾーンを取り囲んでいる、全く突出部を備えていない領域であって、１
５～１００μｍの幅である、領域、および、
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　　ｂ）基材ゾーンであって、前記周囲の突出部が前記サンプル液体に対して、前記基材
ゾーンより低い毛管力を発揮するように、前記突出部の高さ（Ｈ）、直径（Ｄ）、および
中心から中心までの距離（ｘ，ｙ）のうちの少なくとも１つが異なっている領域により取
り囲まれている、基材ゾーン、
　のうちの少なくとも１つを含む、ことを特徴とする、分析装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の分析装置において、
　前記基材ゾーン中の前記突出部は、前記基材ゾーンが、周囲とは異なる外観を有するよ
うに、異なる高さ（Ｈ２）、直径（Ｄ２）、または中心から中心までの距離（ｘ２，ｙ２
）を有している、分析装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の分析装置において、
　前記基材は下記の順序どおり、流体接続状態で、少なくとも１つのサンプル添加ゾーン
、少なくとも１つの接続ゾーン、および少なくとも１つの受容ゾーンをさらに備え、前記
接続ゾーンは、少なくとも１つの反応ゾーンを備え、前記少なくとも１つの基材ゾーンは
、前記サンプル添加ゾーンと前記反応ゾーンとの間にある、分析装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の分析装置において、
　全く突出部を備えていない領域が、前記反応ゾーンを取り囲んでいる、分析装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の分析装置において、
　前記少なくとも１つの物質は、前記少なくとも１つの基材ゾーン中の前記突出部の間の
嵩に適用され、乾燥した状態の前記物質が、前記突出部と本質的に同じ高さ（Ｈ２）まで
の嵩を満たすようになっている、分析装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の分析装置において、
　前記少なくとも１つの物質は、前記少なくとも１つの基材ゾーン中の前記突出部の間の
嵩に適用され、乾燥した状態の前記物質が、前記少なくとも１つの物質の上部に液体流動
が本質的に起きないようなレベルまでの嵩を満たすようになっている、分析装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の分析装置において、
　少なくとも１つの追加のゾーンをさらに備えており、
　各追加のゾーンは、前記基材の表面に対して実質的に垂直な突出部を備え、各突出部は
、高さ（Ｈｎ）、直径（Ｄｎ）、および中心から中心までの距離（ｘｎ，ｙｎ）を有し、
物質が、前記少なくとも１つの追加のゾーンのうちの少なくとも１つに適用される、分析
装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の分析装置において、
　前記少なくとも１つの基材ゾーンは、三角形、四角形、矩形、平行四辺形、菱形、台形
、四辺形、多角形、円形、長円形、半円形、半長円形、半多角形、および円切片からなる
群より選択される形状を有している、分析装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の分析装置において、
　ケーシングをさらに備えている、分析装置。
【請求項１０】
　サンプルの分析のための方法において、
　ａ．基材上の少なくとも１つの点に液体サンプルを加えるステップと、
　ｂ．前記基材上で少なくとも１つの測定を実施するステップと、
　を含み、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の分析装置が使用され、前記液体の１０ｗｔ％未満
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が、適用された前記物質の上部を流動することを特徴とする、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記液体の１ｗｔ％未満が、適用された前記物質の上部を流動する、方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法において、
　適用された前記物質の上部を液体が流動しない、方法。
【請求項１３】
　請求項１０～１２のいずれか１項に記載の方法において、
　前記基材がまず、溶解された物質を本質的に含まないサンプル液体により湿らせられ、
次に、溶解された物質を含む液体サンプルに接触されるようになる、方法。
【請求項１４】
　請求項１０～１３のいずれか１項に記載の方法において、
　前記基材は、液体サンプルを受容する容量を有する受容ゾーンを備え、９５ｗｔ％を超
える適用された前記物質は、前記液体サンプルのいずれかの部分が前記受容ゾーンに到達
されるまで、溶解されない、方法。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれか１項に記載の方法において、
　前記少なくとも１つのゾーンがまず、液体サンプルに接触し、前記ゾーン中の適用され
た物質の少なくとも一部が溶解されると、前記液体サンプルが、他の適用された物質を含
む他のゾーンに接触する、方法。

【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔技術分野〕
　本発明は、液体サンプルの分析のためのアッセイ装置に関する。
【０００２】
〔背景〕
　迅速で信頼ができ、かつ対費用効果の高い分析用および診断用装置、例えばケアの点で
使用するための装置が、望ましい。
【０００３】
　多くのアッセイにおいて、検出抱合体と、おそらくはさらなる試薬とが装置に予め分配
（predispense）されているか、または組み込まれており、一方で、使用者による試薬の
別々の追加を必要とする。
【０００４】
　普通のタイプの使い捨てアッセイ装置は、サンプルを受容するためのゾーンと、反応ゾ
ーンと、オプションで、受容ゾーンおよび反応ゾーンのそれぞれに接続している移送また
はインキュベーションゾーンとを備えている。これらのアッセイ装置は、免疫クロマトグ
ラフィーアッセイ装置（immunochromatography assay device）として知られているか、
または、単にストリップ試験と称される。
【０００５】
　ＰＣＴ／ＳＥ０３／００９１９は、微小流体システムに関連しており、このシステムは
、基材（substrate）を備えており、かかる基材上に提供された、かかる基材から上方に
突出している複数の微小ポストを備えた少なくとも１つの流動経路があり、この微小ポス
トと微小ポストとの間の間隔は、適用された液体サンプル中に毛管現象を誘発するのに十
分なほど小さく、これにより、液体を強制的に動かす。
【０００６】
　ＰＣＴ／ＳＥ２００５／０００４２９は、液体サンプル中の分析物の検出の前に、かか
るサンプル中の構成成分を分離するための装置および方法を示しており、サンプルは基材
上の受容ゾーンに加えられ、かかる基材はさらに、オプションで、反応ゾーンと、受容お
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よび反応ゾーンのそれぞれに接続している移送またはインキュベーションゾーンとを備え
ていて、基材上に流動経路を形成しており、かかる基材は、非多孔質の基材であり、かか
る流動経路の少なくとも一部は、かかる基材の表面に対して実質的に垂直な突出部の領域
から構成されており、これら突出部は、かかるゾーン中のかかる液体サンプルの横向きの
毛管流動が達成されるような高さ、直径、および相互間隔を有しており、分離のための手
段が、サンプルを受容するためのゾーンに隣接して提供されている。
【０００７】
　ＰＣＴ／ＳＥ２００５／０００７８７は、液体サンプルを取り扱うための装置に関して
おり、サンプルを受容するための少なくとも１つのゾーンと、移送またはインキュベーシ
ョンゾーンとを備えた流動経路を具備しており、これらのゾーンは、その表面に対して実
質的に垂直な突出部を有するゾーンにより接続されているか、またはこのようなゾーンを
備えており、かかる装置には、かかる液体サンプルを受容する容量を備えた吸い込み口が
提供されており、かかる吸い込み口は、その表面に対して実質的に垂直な突出部を有する
ゾーンを備えており、かかる吸い込み口は、かかる液体サンプルを受容するようにその容
量を調節する外部の影響に応答するように構成されている。
【０００８】
　ＰＣＴ／ＳＥ２００６／０００７４５は、かかる少なくとも１つの流体通路を通る、ま
たはこのような流体通路に沿う、流体移送を確立および／または維持するための吸収ゾー
ンに関連しており、この吸収ゾーンは、非多孔質の基材を基礎として製造されており、か
かる表面に対して実質的に直角な突出部を有しており、かかる突出部は、かかるゾーン中
のかかる流体の横向きの毛管流動が達成されるような高さ、直径、および突出部と突出部
との間の距離（distance or distances）を有している。
【０００９】
　先行技術に従う突出部を備えるアッセイ装置は満足に働くが、例えば、装置に適用され
る物質の溶解の制御に関して、さらなる改善の余地がある。
【００１０】
〔発明の概要〕
　本発明のある一つの目的は、予め分配された物質の溶解の制御がさらに改善された装置
を提供することである。液体サンプルの分析のための分析装置が入手可能になり、かかる
装置は、基材を備え、かかる基材は少なくとも部分的に、かかる基材の表面に対して実質
的に垂直な突出部を有し、これら突出部は、かかる液体サンプルの横向きの毛管流動が達
成されるような高さ（Ｈ１）、直径（Ｄ１）、および中心から中心までの距離（ｘ１，ｙ
１）を有し、かかる基材は、かかる基材の表面に対して実質的に垂直な突出部を備えた、
少なくとも１つの基材ゾーンを備えており、この突出部は、かかる液体サンプルの横向き
の毛管流動が達成されるような高さ（Ｈ２）、直径（Ｄ２）、および中心から中心までの
距離（ｘ２，ｙ２）を有しており、少なくとも１つの物質が、かかる少なくとも１つの基
材ゾーン中の突出部と突出部との間に少なくとも部分的に適用される。
【００１１】
　本発明のさらなる側面および実施形態が、参照により本明細書中に組み込まれる付属の
請求項で定義されている。
【００１２】
　本発明は、下記の記載、実施例、および添付の図面において、より徹底した詳細が記載
されるであろう。
【００１３】
〔定義〕
　本装置および本方法が記載される前に、この発明は、本明細書中で開示された特定の構
造、方法ステップ、および材料に限定されるものではなく、構造、ステップ、および材料
はいくらか変わってもよいということが理解されるべきである。また、本発明の範囲は付
属の請求項およびその等価物によってのみ限定され得るので、本明細書中で用いられる専
門用語は、特定の実施形態を記述することを目的として使用されるだけであって、限定す
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ることを意図するものではないことも理解されるべきである。この明細書および付属の請
求項において使用される、単数形「ある（a）」、「ある（an）」、「その（the）」は、
その文脈が他に明確に断らない限り、複数の指示対象を含むことも述べておかなければな
らない。それ故、例えば、反応混合物が「抗体（an antibody）」を含有するとの言及に
は、２つまたはそれ以上の抗体の混合物を含める。
【００１４】
　用語「約（about）」は、数値の文脈において使用される場合には、当業者によく知ら
れていて許容可能である、精度の隔たりを示している。かかる隔たりは、±１０％、また
は好ましくは±５％とすることができる。
【００１５】
　装置および方法を記述および請求する際に、下記の専門用語は、ここで詳しく述べられ
る定義に従って使用されるであろう。
【００１６】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「分析」は、少なくとも１つの分析物
が決定されるプロセスを意味している。
【００１７】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「分析装置」は、装置であって、その
装置の助けによって分析が実施されることができる装置を意味している。
【００１８】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「分析物」は、物質、または化学的も
しくは生物学的成分であって、それらの１つまたはそれ以上の性質が分析手順において決
定される物質、または化学的もしくは生物学的成分を意味している。多くの場合、分析物
または構成成分そのものは、測定されることができないが、分析物の測定可能な性質は、
測定されることができる。例えば、分析物の濃度を測定することができる。
【００１９】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「毛管流動（capillary flow）」は、
主に毛管力（capillary force）で誘発された流動を意味している。
【００２０】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「ケーシング」は、基材の一部または
全体を包囲する要素を意味している。
【００２１】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「中心から中心までの距離（center-t
o-center distance）」は、隣り合う突出部の間の距離を意味しており、突出部の中心か
ら隣接する突出部の中心までが測定される。平面状の基材については、中心から中心まで
の距離は、基材平面の直交座標系における、ｘ方向およびｙ方向の両方が測定される。
【００２２】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「突出部の中心」は、基材の表面に平
行な平面における、突出部の高さの半分で獲得された突出部の無限小薄切片についての重
心を意味している。湾曲した基材については、この平面は、突出部の周りの十分に小さい
周囲においては、基材の表面に平行である。
【００２３】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「接続ゾーン（connecting zone）」
は、少なくとも２つの他のゾーンの間の流体接続を確立するゾーンを意味している。
【００２４】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「検出可能な基」は、基材上に存在す
る時に検出されることができる分子または原子のあらゆる配列を意味している。
【００２５】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「流体接続（fluid connection）」は
、流体が移送されることができる接続を意味している。
【００２６】
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　請求項および説明の全体を通して使用される用語「サンプル」は、分析されるべき混合
物または溶液を意味している。
【００２７】
　請求項および説明の全体を通して使用される用語「物質」は、あらゆる純粋な化学的も
しくは生物学的実体、または、少なくとも１つの化学的もしくは生物学的実体を含むあら
ゆる混合物または溶液を意味している。
【００２８】
〔詳細な説明〕
　第一の側面において、液体サンプルの分析のための分析装置が提供され、かかる装置は
、基材を備えており、かかる基材は少なくとも一部に、かかる基材の表面に対して実質的
に垂直な突出部を有しており、これら突出部は、かかる液体サンプルの横向きの毛管流動
が達成されるような高さ、直径、および中心から中心までの距離を有しており、かかる基
材は、かかる基材の表面に対して実質的に垂直な突出部を備えた、少なくとも１つの基材
ゾーンを備えており、これら突出部は、かかる液体サンプルの横向きの毛管流動が達成さ
れるような高さ（Ｈ２）、直径（Ｄ２）、および中心から中心までの距離（ｘ２，ｙ２）
を有しており、少なくとも１つの物質が、かかる少なくとも１つの基材ゾーン中の突出部
と突出部との間に少なくとも部分的に適用される。
【００２９】
　液体サンプルが基材に加えられると、表面上の突出部に起因した毛管力により流動が生
み出される。ここで、突出部は、高さ（Ｈ１）、直径（Ｄ１）、および中心から中心まで
の距離（ｘ１，ｙ１）を有する。また、突出部で覆われた少なくとも１つのゾーンもあり
、ここで、突出部は、高さ（Ｈ１）、直径（Ｄ１）、および中心から中心までの距離（ｘ
１，ｙ１）を有する基材上の他の突出部と比較して、異なる高さ（Ｈ２）、直径（Ｄ２）
、または中心から中心までの距離（ｘ２，ｙ２）を有する。ある一つの実施形態において
、性質、すなわち、高さ、直径、および中心から中心までの距離のうちの少なくとも１つ
は、ゾーンによって異なる。他の実施形態においては、高さ、直径、および中心から中心
までの距離が異なる。さらなる実施形態においては、直径および中心から中心までの距離
が異なる。ある一つの実施形態において、Ｈ１およびＨ２は異なる。ある一つの実施形態
において、Ｄ１およびＤ２は異なる。ある一つの実施形態において、ｘ１およびｘ２は異
なる。ある一つの実施形態において、ｙ１およびｙ２は異なる。さらなる実施形態におい
て、パラメータＨ、Ｄ、ｘ、およびｙのうちのいくつかが異なる。ある一つの実施形態に
おいて、全てのパラメータＨ、Ｄ、ｘ、およびｙが、物質の少なくとも２つのゾーンにつ
いて同じである。ある一つの実施形態において、全てのパラメータＨ、Ｄ、ｘ、およびｙ
が、装置の全体について同じである。
【００３０】
　少なくとも１つの物質が、基材上の突出部と突出部との間に適用される。ある一つの実
施形態において、物質は、少なくとも１つの基材ゾーン内で全体的に適用される。代替の
実施形態において、少なくとも１つの物質が、少なくとも１つの基材ゾーンの中と、少な
くとも１つの基材ゾーンの外側との両方に適用される。
【００３１】
　ある一つの実施形態において、基材ゾーン中の突出部は、異なる高さ（Ｈ２）、直径（
Ｄ２）、または中心から中心までの距離（ｘ２，ｙ２）を有しており、基材ゾーンが、周
囲とは異なる外観を有するようになっている。このことは、物質が適用されるべきゾーン
が容易にヒトの目または自動化された装置により同定されることができるため、装置が製
品である場合の利点である。
【００３２】
　ある一つの実施形態において、基材ゾーン中の突出部は、異なる高さ（Ｈ２）、直径（
Ｄ２）、または中心から中心までの距離（ｘ２，ｙ２）を有しており、基材ゾーンが、周
囲と比較して、溶液中の物質に対して異なる毛管力を発揮するようになっている。このこ
とは、溶液または懸濁液中の物質の添加を促進する。ある一つの実施形態において、基材
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ゾーンにより発揮される毛管力は、周囲についてよりも高く、これにより、溶液または懸
濁液中の物質が、より容易に基材ゾーンにのみ適用されることができる。ある一つの実施
形態において、適用されるべき物質は、溶媒中に溶解されるか、または懸濁されて、基材
に適用される。ある一つの実施形態において、溶媒は蒸発され、これにより、物質が基材
上に残る。このことは、中に物質が適用される良好に画定された領域を生み出す利点を有
している。適用された物質の境界はくっきりと鮮明である。
【００３３】
　ある一つの実施形態において、物質は、基材ゾーンの突出部と突出部との間の嵩（volu
me）に適用される。物質が基材に適用されると、基材ゾーンの突出部から発揮される毛管
力が、ある一つの形態においては、溶液または懸濁液中の物質で基材ゾーンの突出部と突
出部との間の嵩の本質的に全体をいっぱいにさせる。
【００３４】
　ある一つの実施形態において、基材ゾーンの突出部は、突出部により発揮される毛管力
が基材ゾーンに対してかかる物質を添加するのを促進するような、高さ（Ｈ２）、直径（
Ｄ２）、および中心から中心までの距離（ｘ２，ｙ２）を有する。
【００３５】
　ある一つの実施形態において、物質は、本質的に純粋な物質である。他の実施形態にお
いては、少なくとも１つの物質は、２種またはそれ以上の物質の混合物である。
【００３６】
　基材上に適用されることができる物質の例としては、限定されるものではないが、抗体
、ＤＮＡ、ＲＮＡ、アプタマー、サンプル中の特定の分析物に向けられた抗体、断片化さ
れた抗体（fragmented antibodies）、抗体断片、合成結合剤、化学的結合剤、レセプタ
ー、リガンド、アフィボディ（affibodies）、細胞、細胞小器官、ポリペプチド、ペプチ
ド、酵素、単クローン抗体、多クローン性抗体、ファージディスプレイタンパク質、Ｉｇ
Ｇ免疫グロブリン、化学的リガンド、およびこれらの組み合せを含む。
【００３７】
　ある一つの実施形態において、基材に適用されるべき物質は、少なくとも１つのさらな
る添加物を含む。さらなる添加物の例としては、限定されるものではないが、糖、ポリマ
ー、洗浄剤、表面活性剤、カチオン性表面活性剤、非イオン性表面活性剤、アニオン性表
面活性剤、塩、および脂質、またはこれらのいずれかの組み合わせを含む。
【００３８】
　ある一つの実施形態において、基材に少なくとも１つのさらなる物質が加えられ、ここ
で、その物質とは、糖、ポリマー、洗浄剤、表面活性剤、カチオン性表面活性剤、非イオ
ン性表面活性剤、アニオン性表面活性剤、塩、および脂質から選択される少なくとも１つ
の物質である。
【００３９】
　ある一つの実施形態において、基材は下記の順序どおり、流体接続状態で、少なくとも
１つのサンプル添加ゾーン、少なくとも１つの接続ゾーン、および少なくとも１つの受容
ゾーンをさらに備え、かかる接続ゾーンは、少なくとも１つの反応ゾーンを備え、かかる
少なくとも１つの基材ゾーンは、かかるサンプル添加ゾーンと反応ゾーンとの間にある。
ある一つの実施形態において、少なくとも、接続ゾーンの一部は、横向きの毛管流動が達
成されるように突出部により覆われている。
【００４０】
　ある一つの実施形態において、少なくとも１つのゾーンは、突出部の高さ（Ｈ）、直径
（Ｄ）、および中心から中心までの距離（ｘ，ｙ）のうちの少なくとも１つが、周囲の突
出部がサンプル液体、次にゾーンに対してより低い毛管力を発揮するように、異なってい
る領域により取り囲まれている。ある一つの実施形態において、かかるゾーンは、反応ゾ
ーンおよび基材ゾーンから選択される少なくとも１つのゾーンである。ある一つの実施形
態において、かかるゾーンは、基材ゾーンである。ある一つの実施形態において、ゾーン
を取り囲んでいる領域における中心から中心までの距離は、ゾーン内のものと比較してよ
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り大きい。
【００４１】
　ある一つの実施形態において、基材ゾーンおよび反応ゾーンの少なくとも１つを、全く
突出部を備えていない領域が取り囲んでいる。突出部を備えていない領域が基材ゾーンを
取り囲んでいる、ある一つの実施形態が図６に示されている。ある一つの実施形態におい
て、突出部を備えていない周囲領域は、１５～１００μｍの幅である。他の実施形態にお
いて、突出部を備えていない周囲領域は、２０～４０μｍの幅である。さらなる実施形態
において、突出部を備えていない周囲領域は、２５～３５μｍの幅である。この幅は、基
材ゾーンに加えられる基材の粘度、および基材ゾーンを取り囲む表面の親水性に依存する
。
【００４２】
　異なる性質を有する周囲領域を備えたゾーンの利点としては、物質がゾーンの外に流れ
出ることなく、ゾーンに物質を適用することができることを含む。それ故、再現性が良く
、よく境界が画定されるように、ゾーンに物質を適用することができる。
【００４３】
　ある一つの実施形態において、接続ゾーンの全体が、横向きの毛管流動が達成されるよ
うに突出部により覆われている。ある一つの実施形態において、少なくとも、サンプル添
加ゾーンの一部、接続ゾーン、および受容ゾーンが、横向きの毛管流動が達成されるよう
に突出部により覆われている。他の実施形態において、サンプル添加ゾーン、接続ゾーン
、および受容ゾーンの全体が、横向きの毛管流動が達成されるように突出部により覆われ
ている。
【００４４】
　ある一つの実施形態において、分析装置および基材は、サンプル添加ゾーンにサンプル
を加えることができるようになっている。突出部により誘発された毛管流動に起因して、
横向きの流動が生み出され、少なくともサンプルの一部が、高さ（Ｈ２）、直径（Ｄ２）
、および中心から中心までの距離（ｘ２，ｙ２）を有する突出部がある、基材上の少なく
とも１つの基材ゾーンに到達する。ある一つの実施形態において、少なくとも１つの基材
ゾーン内、および／または少なくとも１つの基材ゾーンの近くに適用された物質は、少な
くとも１つの基材ゾーンを通ってサンプルが流動することにより徐々に溶解される。その
後、液体サンプルは、反応ゾーンに到達する。ある一つの実施形態において、測定は反応
ゾーンでなされる。測定技術の例として、限定されるものではないが、蛍光、および化学
発光の検出を含む。当業者であれば、オプションでいくつかの異なる波長における、光の
吸収、および放射された光の検出といったその他の検出原理もまた、使用されることがで
きることを認める。ある一つの実施形態において、サンプルは、受容ゾーンへと続き、受
容ゾーンが液体サンプルを受容する。流動は、液体サンプルが無くなるか、または受容ゾ
ーンがサンプル液体でいっぱいになるまで続く。
【００４５】
　ある一つの実施形態において、サンプル液体は過剰である。物質の全てが溶解されると
、反応ゾーンおよび装置のその他の部分が洗浄されて、遊離しているか、または緩く結合
している物質が洗い流されるように、過剰のサンプル液体の一部が使用される。
【００４６】
　ある一つの実施形態においては、いくつかの受容ゾーンがある。
【００４７】
　少なくとも１つの基材ゾーンに適用される少なくとも１つの物質は、ある一つの実施形
態においては基材表面上に適用される。ある一つの実施形態において、物質は、突出部と
突出部との間に適用される。ある一つの実施形態において、適用された物質の厚みは、乾
燥した状態で、突出部の高さに本質的に一致する。代替の実施形態においては、適用され
た物質の厚みは、乾燥した状態で、突出部の高さよりも低い。ある一つの実施形態におい
て、適用された物質の厚みは、乾燥した状態で、突出部よりも高い。
【００４８】
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　ある一つの実施形態において、少なくとも１つの物質は、乾燥した状態の物質が、突出
部の高さ（Ｈ２）の半分のレベルまでの嵩を満たすように、かかる少なくとも１つの基材
ゾーン中の突出部と突出部との間の嵩に適用される。
【００４９】
　代替の実施形態において、少なくとも１つの物質は、乾燥した状態の物質が、突出部と
本質的に同じ高さ（Ｈ２）までの嵩を満たすように、かかる少なくとも１つの基材ゾーン
中の突出部と突出部との間の嵩に適用される。
【００５０】
　さらなる実施形態において、少なくとも１つの物質は、乾燥した状態の物質が、かかる
少なくとも１つの物質の上部に液体流動が本質的に起きないようなレベルまでの嵩を満た
すように、かかる少なくとも１つの基材ゾーン中の突出部と突出部との間の嵩に適用され
る。
【００５１】
　ある一つの実施形態において、基材ゾーンの突出部と突出部との間の嵩は、適用される
べき物質の量が、乾燥した状態で所望のレベルまで満たすように、調節される。
【００５２】
　ある一つの実施形態において、物質は、溶液中に適用され、溶媒が蒸発するように乾燥
される。ある一つの実施形態において、溶媒は水である。溶媒が蒸発すると、残りの物質
は、乾燥した状態の物質と呼ばれる。
【００５３】
　適用された物質の上部において液体が流動しないか、または本質的に流動しない実施形
態において、適用された物質の溶解は、側面から生じて、上部からは生じない。このこと
は、制御された溶解を与える。溶解は、液体サンプルが適用された物質の上でも流動する
実施形態と比較して、より長期間の間、より制御された方法で生じる。
【００５４】
　ある一つの実施形態において、適用された物質の上部では、液体が流動しない。代替の
実施形態において、液体の極一部のみが、適用された物質の上部を流動し、例えば、液体
のそのような一部の例とは、限定されるものではないが、０．１ｗｔ％、１ｗｔ％、５ｗ
ｔ％、および１０ｗｔ％を含む。ある一つの実施形態において、液体の１ｗｔ％未満が、
適用された物質の上部を流動する。他の実施形態において、液体の１０ｗｔ％未満が、適
用された物質の上部を流動する。
【００５５】
　例えば、適用された物質の上部を液体が本質的に流動しない実施形態において、突出部
の直径および中心から中心までの距離を調節することにより、液体への適用された物質の
溶解を制御することができる。
【００５６】
　ある一つの実施形態において、適用された物質の全ての構成成分は、液体サンプルによ
り溶解される。代替の実施形態においては、全ての適用された物質が、液体サンプルによ
り溶解されるわけではない。
【００５７】
　物質が適用されたゾーン中、および物質が適用されたゾーンの外側の突出部の高さ、直
径、および中心から中心までの距離を調節することにより、適用された物質の所望の溶解
が所望の速度で生じるように横向きの毛管流動を制御することができる。
【００５８】
　ある一つの実施形態において、高さ（Ｈ１、Ｈ２）、直径（Ｄ１、Ｄ２）、および中心
から中心までの距離（ｘ１、ｘ２，ｙ１、ｙ２）は、かかる少なくとも１つの物質が、か
かる基材ゾーンを通って流動する液体の流れに徐々に溶解されるように構成される。
【００５９】
　本発明は、突出部の２つの異なる高さ、直径、および中心から中心までの距離に限定さ
れるものではない。さらなるゾーンであって、各ゾーンが、高さ、直径、および中心から
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中心までの距離を有し、これらパラメータの少なくとも１つが、他のゾーンと比較して異
なる、さらなるゾーンを備えた実施形態が提供される。
【００６０】
　分析装置が少なくとも１つの追加のゾーンｎを備え、各追加のゾーンｎは、かかる基材
の表面に対して実質的に垂直な突出部を備え、これら突出部は、横向きの毛管流動が生み
出されるような高さ（Ｈｎ）、直径（Ｄｎ）、および中心から中心までの距離（ｘｎ，ｙ

ｎ）を有する実施形態が提供される。ｎ個の別個のゾーンを有し、各ゾーンが、高さ（Ｈ

ｎ）、直径（Ｄｎ）、および中心から中心までの距離（ｘｎ，ｙｎ）を有する突出部を備
え、ｎが自然数である基材が提供される。ｎは、１、２、３、４、５、６…である。
【００６１】
　ある一つの実施形態において、ｎ個のゾーンのうちの少なくとも１つに少なくとも一つ
の物質が適用される。
【００６２】
　ある一つの実施形態においては、基材ゾーンがあり、この基材ゾーンは、かかる基材の
表面に対して実質的に垂直な突出部を備え、これら突出部は、かかる液体サンプルの横向
きの毛管流動が達成されるような高さ、直径、および中心から中心までの距離を有し、基
材ゾーン中のこの高さ、直径、および中心から中心までの距離は、基材ゾーンの外側とは
異なる。ある一つの実施形態において、突出部の高さ、直径、および中心から中心までの
距離は、基材ゾーン内で変化する。
【００６３】
　ある一つの実施形態においては、適用された物質を含む少なくとも２つのゾーンがあり
、これらゾーンは、同心円の形状を有する。ある一つの実施形態において、外側部分は、
少なくとも１つの適用された物質を含み、内側部分は、少なくとも１つの他の適用された
物質を含む。まず、外側の物質が溶解され、その後、内側の物質が溶解される。これによ
り、溶解を制御するさらなる可能性が提供される。また、いくつかの物質を順序どおりか
、または一緒に溶解する可能性も提供される。ある一つの実施形態において、１つ以上の
物質を順序どおり溶解する可能性が提供される。その他の実施形態において、その他の形
状の、適用された物質を備えた異なるゾーンもまた、提供される。ある一つの実施形態に
おいて、少なくとも１つのゾーンがあり、このゾーンは、まず、サンプル液体に接触し、
そのゾーン中の物質の画分または全てが溶解すると、サンプル液体が、異なる物質を含む
他のゾーンに接触する。これにより、所定の期間の後で、サンプル液体中の物質の溶解を
開始させることができる。
【００６４】
　このように、少なくとも１つのゾーンがまず、液体サンプルに接触し、かかるゾーン中
に適用された物質の少なくとも一部が溶解すると、液体サンプルが、他の適用された物質
を含む他のゾーンに接触する方法が提供される。
【００６５】
　ある一つの実施形態において、２つの異なるゾーンがあり、各ゾーンは、別個の物質を
含む。
【００６６】
　ある一つの実施形態において、液体サンプルの一部分が、本質的に物質が溶解されない
ような距離で物質が適用されたゾーンを通過し、他の部分が、物質が液体中に溶解される
ように物質が適用されたゾーンの近くを通過する。このように、装置の中を流動する液体
流（liquid stream）の一部分が、溶解された物質の大部分を含み、他の部分が、溶解さ
れた物質をほとんど含まないか、または全く含まない実施形態が提供される。溶解された
物質の大部分の例としては、限定されるものではないが、７５ｗｔ％、９０ｗｔ％、９５
ｗｔ％、９９ｗｔ％、および９９．９ｗｔ％を含む。
【００６７】
　溶解されるべき物質が適用されるゾーンの内側および外側の突出部の高さ、直径、およ
び中心から中心までの距離を制御することができる。そのようにして、物質が溶解される
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ゾーンを通って流動する液体サンプルの画分を制御することができる。液体サンプルが通
って流動する（flows by）ときの、物質が溶解する速度を制御することにより、溶解され
た物質の濃度を制御することができる。
【００６８】
　液体サンプルのより多くの画分が、物質が高速（high flow）で溶解されるゾーンの外
側を通過すると、サンプルが適用されるゾーンの下流に、溶解された物質のやや狭い濃縮
された流れが結果として生じる。これに対して、液体サンプルのより少ない画分が、物質
が溶解されるゾーンを通過すると、サンプルが適用されたゾーンの下流に、溶解された物
質のより広い痕跡（broader trace）が結果として生じる。溶解された物質のこの痕跡は
、灰色の領域として図５に示されている。
【００６９】
　ある一つの実施形態において、物質が適用されたゾーンの下流の、溶解された物質の痕
跡の中央で、結果が検出される。ある一つの実施形態において、分析の結果は、物質が適
用されたゾーンの下流の、反応ゾーン中で読み取られる。
【００７０】
　物質が適用されるゾーンの形状は、ある一つの実施形態においては、溶解速度、および
／またはどのように溶解された物質が液体サンプルの流れの中に分布するか、を制御する
ように構成される。
【００７１】
　形状の例としては、限定されるものではないが、三角形、四角形、矩形、平行四辺形、
菱形、台形、四辺形、多角形、円形、および長円形を含む。
【００７２】
　また、切断形も包含され、限定されるものではないが、半円形、半長円形、半多角形、
および円切片を含む。
【００７３】
　さらなる形状として、限定されるものではないが、三角形と四角形、三角形と矩形、台
形と矩形、半円形と矩形などを含めた、全ての可能性のある形状の組み合わせを含む。
【００７４】
　ある一つの実施形態において、物質が適用されるゾーンの形状は、角の１つがサンプル
液体の流れが来る方を向いている三角形である。
【００７５】
　ある一つの実施形態において、物質が適用されるゾーンの形状は、二等辺台形である。
【００７６】
　ある一つの実施形態において、物質が適用されるゾーンの形状は、矩形と組み合わされ
た二等辺台形である。
【００７７】
　ある一つの実施形態において、物質が適用されるゾーンの形状は、矩形と組み合わされ
た二等辺台形であって、狭まったゾーンが、サンプル液体の流れが来る方に向かって向い
ている。
【００７８】
　ある一つの実施形態において、物質が適用されるゾーンの形状、ならびに、突出部の高
さ、直径、および中心から中心までの距離は、溶解された物質の濃度が、基材の中央に向
かって大きくなるように構成される。
【００７９】
　ある一つの実施形態において、分析装置は、蓋をさらに備える。好ましくは、この蓋は
、液体サンプルを加えるための、少なくとも１つの開口または孔を有する。ある１つの実
施形態において、測定結果を分析装置から読み取られることができるようにする開口また
は窓がある。蓋が使用される場合には、蓋は基材上の突出部に毛管接触状態（capillary 
contact）にはない。蓋は、いかなる毛管力を生じさせることにも関連しない。
【００８０】
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　ある一つの実施形態において、分析装置は、ケーシングを含む。ある一つの実施形態に
おいて、ケーシングは、分析基材の全体または一部を包囲する。好ましくは、このケース
は、液体サンプルを加えるための、少なくとも１つの開口または孔を有する。ある一つの
実施形態において、分析装置から測定結果を読み取られることができるようにする開口ま
たは窓がある。
【００８１】
　ある一つの実施形態において、適用される物質は、検出抱合体（detection conjugate
）を含む。ある一つの実施形態において、検出抱合体は、抗体、ＤＮＡ、ＲＮＡ、アプタ
マー、断片化された抗体、抗体断片、合成結合剤、化学的結合剤、レセプター、リガンド
、アフィボディ、細胞、細胞小器官、ポリペプチド、ペプチド、酵素、単クローン抗体、
多クローン性抗体、ファージディスプレイタンパク質、ＩｇＧ免疫グロブリン、化学的リ
ガンドから選択される、少なくとも１つの要素を含む。ある一つの実施形態において、検
出抱合体は、１つを超える抗体を含む。ある一つの実施形態において、適用される物質中
の分子の少なくとも１つが、検出可能な基を含み、この基が、例えば反応ゾーンにおける
、検出を可能にする。検出抱合体は、抱合体に結合した抗原の検出を促進する。ある一つ
の実施形態において、検出抱合体は、蛍光性の分子を含む。ある一つの実施形態において
、検出抱合体からの蛍光が測定される。
【００８２】
　ある一つの実施形態において、抗体、ＤＮＡ、ＲＮＡ、アプタマー、断片化された抗体
、抗体断片、合成結合剤、化学的結合剤、レセプター、リガンド、アフィボディ、細胞、
細胞小器官、ポリペプチド、ペプチド、酵素、単クローン抗体、多クローン性抗体、ファ
ージディスプレイタンパク質、ＩｇＧ免疫グロブリン、および化学的リガンドから選択さ
れる少なくとも１つが、適用される物質の下流の基材に結合される。そのような抗体また
はアプタマーは、抗体と抗原との間の複合体、または遊離した抗原に結合することができ
る。ある一つの実施形態において、反応ゾーンに結合された抗体またはアプタマーは、抗
体と抗原との間の複合体、または遊離した抗原に結合することができる。ある一つの実施
形態において、反応ゾーン中の検出抱合体からの蛍光が測定される。
【００８３】
　第二の側面において、サンプルの分析のための方法が提供され、この方法は、ａ）基材
上の少なくとも１つの点に液体サンプルを加えるステップと、ｂ）基材上で少なくとも１
つの測定を実施するステップとを含み、本明細書中で記載された分析装置が使用される。
【００８４】
　ある一つの実施形態において、基材はまず、溶解された物質を本質的に含まないサンプ
ル液体により湿らされ、次に、溶解された物質を含む液体サンプルに接触させられる。液
体サンプルによりまず湿らせることは、基材に適用される物質の溶解の遅延により達成さ
れる。まず流動するサンプル液体は、溶解された物質を本質的に含まず、例えば、限定さ
れるものではないが、溶解された物質を０．００１ｗｔ％未満、０．０１ｗｔ％未満、０
．１ｗｔ％未満、または１ｗｔ％未満含む。液体サンプルが物質に接触すると、溶解プロ
セスが開始し、溶解された物質のレベルが徐々に増加する。
【００８５】
　ある一つの実施形態において、まず液体サンプルにより含水された基材に結合された分
子があり、ここでは、液体サンプルは、いかなる溶解された物質をも本質的に含まない。
ある一つの実施形態において、そのような分子は抗体である。そのように予め含水させる
こと（pre-hydration）の１つの利点は、抗体または分子がより活性になることである。
このまず含水させることは、プレウェッティング（pre wetting）と呼ばれる。ある一つ
の実施形態において、基材に適用される物質の相当部分は、溶解され、受容ゾーンからの
毛管力により安定した横向き流動が確立された後で、反応ゾーンを横切って移送される。
基材に適用された物質の相当部分とは、この場合、７５ｗｔ％を超え、好ましくは９０ｗ
ｔ％を超え、より好ましくは９５ｗｔ％を超え、最も好ましくは９９ｗｔ％を超える。
【００８６】
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　ある一つの実施形態において、サンプルはサンプル添加ゾーンに加えられ、サンプルは
、接続ゾーンを介して受容ゾーンへと流動する。受容ゾーンは、サンプル液体を受容する
容量を有し、大きく過剰な毛管力を有する。受容ゾーンの毛管力は、ある一つの実施形態
においては、サンプル液体の、安定して一様な横向きの流動が生み出されるような力であ
る。受容ゾーンの毛管力は、ポンプのように働き、安定した速度でサンプル液体を受け取
る。加えられたサンプル液体が受容ゾーンに到達される前は、横向きの毛管流動はいつで
も一様で安定しているわけではない。
【００８７】
　横向きの流動が安定するまで、すなわち、液体サンプルが受容ゾーンに到達していない
時には、適用された物質の相当部分が溶解されないことは、１つの利点である。そのよう
にして、物質の溶解は、サンプル液体の、安定して一様な流動に起因して、より制御され
た方法で、生じる。
【００８８】
　ある一つの実施形態において、基材は、液体サンプルを受容する容量を有する受容ゾー
ンを備え、９５ｗｔ％を超える適用された物質が、液体サンプルのいずれかの部分が受容
ゾーンに到達するまで、溶解されない。代替の実施形態において、９０ｗｔ％を超える、
好ましくは９４ｗｔ％を超える、より好ましくは９９ｗｔ％を超える、最も好ましくは９
９．９ｗｔ％を超える適用された物質が、液体サンプルのいずれかの部分が受容ゾーンに
到達するまで、溶解されない。このことは、最大１０ｗｔ％、好ましくは最大６ｗｔ％、
さらに好ましくは最大１ｗｔ％、最も好ましくは最大０．１ｗｔ％の適用された物質が、
液体サンプルのいずれかの部分が受容ゾーンに到達するまでに溶解されることを意味する
。
【００８９】
　さらなる利点としては、流動の制御が増大される可能性が提供されることを含む。また
、安定した横向きの流動の間の溶解の可能性も提供される。物質の溶解の開始および停止
を制御することができる。溶解された物質が通過した後の反応ゾーンの洗浄を提供する可
能性がある。経時的な試薬の一様な溶解を得ることができる。溶解された物質が空間的に
同質的（homogenously）に分布されることを確実にする可能性がある。また、溶解された
物質の空間的な分布を制御する可能性も提供される。全ての物質がサンプル中に溶解され
ることを確実にすることができる。サンプルの大部分が、物質に接触される。
【００９０】
〔実施例〕
　例１
　寸法が２５ｘ７５ｍｍの基材を、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）を射出成形する
ことにより作製した。基材は、サンプル添加ゾーンと、基材ゾーンと、接続ゾーンと、反
応ゾーンと、受容ゾーンとを有した。基材上に、高さ７０μｍおよび直径５０μｍの突出
部があった。サンプル添加ゾーン、基材ゾーン、接続ゾーン、および反応ゾーンにおける
、突出部と突出部との間の距離は、１５μｍであった。突出部と突出部との間の距離が１
５μｍで、直径が５０μであることは、ｘ方向およびｙ方向の両方における突出部と突出
部との間の、中心から中心までの距離が６５μｍであることに対応している。物質ゾーン
は、突出部と突出部との間の距離が３０μｍであった間隙により取り囲まれていた。
【００９１】
　検出抱合体が基材ゾーンから動き出さないように、物質ゾーンに検出抱合体を適用する
ことができた。検出抱合体の適用は、いくつかの適用の間で再現性があった。乾燥した検
出抱合体の高さが、物質ゾーン中の突出部の上部とほぼ同じレベルになるように、検出抱
合体を適用した。
【００９２】
　Ｎ末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド（N-terminal pro-brain natriuretic peptide
）（ＮＴ－ｐｒｏＢＮＰ）に対する抗体を含む検出抱合体を使用した。
【００９３】
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　分離された全血を、サンプル添加ゾーンに加え、そして、検出抱合体は、液体サンプル
中に徐々に溶解した。溶解された検出抱合体の痕跡は連続的であり、溶解時間を制御する
ことができた。この実験を６回繰り返し、検出抱合体の溶解時間は６分と８秒であり、こ
れにより、変動係数は３％であった。
【００９４】
　全アッセイ時間は１９分と１９秒であり、変動係数は５％であった（６回繰り返した実
験）。
【００９５】
　分析の結果を、光学リーダーを使用することにより読み取った。
【００９６】
　本発明が、その好ましい実施形態に関して記述されてきたが、これは、発明者に現在知
られているベストモードを構成するものであり、本明細書に付属する請求項に示されてい
る本発明の範囲から逸脱することなく、当業者に自明であろう種々の変更および改変がな
され得ることが理解されなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】図１は、上述からの実施形態を示しており、１つのサンプル添加ゾーン１、１つ
の接続ゾーン２、１つの受容ゾーン３と共に、周囲の突出部についての直径よりも大きな
直径を有する突出部を備えた基材ゾーン４が示されている。また、反応ゾーン５もある。
基材ゾーン４中の突出部と突出部との間には、適用された物質がある。
【図２】図２は、周囲の突出部についての直径Ｄ１よりも大きな直径Ｄ２を有する突出部
を備えた基材ゾーンがある実施形態を示している。
【図３】図３は、物質が基材ゾーンに適用された場合の図２におけるのと同様の実施形態
を示している。
【図４】図４は、周囲の突出部よりも大きな直径を有する突出部を備えた基材ゾーンを備
えている実施形態を示している。物質は、基材ゾーン中の突出部と突出部との間に適用さ
れた。矢印は、液体の流動の方向を示している。
【図５】図５は、ある時間経過した後の図４におけるのと同じ実施形態を示している。矢
印は、物質の一部が液体中に溶解されたことを示しており、流動の方向に導かれている。
【図６】図６は、物質が基材ゾーン中の突出部と突出部との間に適用された基材ゾーンを
備えた実施形態を示している。基材ゾーンの周囲には、突出部の無い領域がある。
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